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【手続補正書】
【提出日】平成21年12月8日(2009.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
エリスロポエチンレセプター（EPO-R）に結合して活性化する化合物を含み、患者の体重
１kg当たり前記化合物0.025～0.5mgの治療上有効量で投与される、エリスロポエチンの欠
乏または少ないもしくは欠陥のある赤血球集団によって特徴づけられる障害を有する患者
を治療するための医薬組成物であって、ここで、前記化合物は、
（a）第１ペプチドモノマーおよび第２ペプチドモノマーを含み、ここで、前記第１およ
び第２ペプチドモノマーはアミノ酸配列(AcG)GLYACHMGPIT(1-nal)VCQPLRを含む、ペプチ
ドダイマー部分と；
（b）前記ペプチドモノマーを共有結合するリンカー部分と；
（c）10,000～60,000ダルトンの分子量を有する直鎖状で分岐していないポリ（エチレン
グリコール)（PEG）を含む少なくとも１つのPEG部分と；
（d）前記少なくとも１つのPEG部分を前記リンカー部分に共有結合させ、以下からなる群
から選択される１つの式を有するスペーサー部分であって、
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【化１】

【化２】

及び
【化３】

ここで、各R4は、独立してNH、NHCO、CO、COOおよびNHCOOから成る群から選択されるもの
を含む、前記医薬組成物。
【請求項２】
前記アミノ酸配列が、(MeG)、Kまたは(MeG)Kを更に含む、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
前記アミノ酸配列が(AcG)GLYACHMGPIT(1-nal)VCQPLRKである、請求項２に記載の医薬組成
物。
【請求項４】
前記アミノ酸配列が(AcG)GLYACHMGPIT(1-nal)VCQPLR(MeG)である、請求項２に記載の医薬
組成物。
【請求項５】
前記アミノ酸配列が(AcG)GLYACHMGPIT(1-nal)VCQPLR(MeG)Kである、請求項２に記載の医
薬組成物。
【請求項６】
前記スペーサーがイミノ二酢酸リンカーである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項７】
前記スペーサーが原子10個-PEG(2,2'-(エチレンジオキシ(ビス(エチルアミン))である、
請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項８】
前記リンカーがリジンである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項９】
前記PEGが10,000～60,000ダルトンである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
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前記PEGが20,000～40,000ダルトンである、請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
前記医薬組成物が、薬学的に許容可能なキャリアを更に含む、請求項１に記載の医薬組成
物。
【請求項１２】
前記障害が腎不全または透析である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
前記治療上有効量が、患者の体重１kg当たり前記化合物0.025～0.2mgの用量である、請求
項１２に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
前記用量が、患者の体重１kg当たり前記化合物0.05～0.1mgである、請求項１３に記載の
医薬組成物。
【請求項１５】
前記障害が悪性腫瘍と関連した貧血症である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
前記治療上有効量が、患者の体重１kg当たり前記化合物0.075～0.5mgの用量である、請求
項１５に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
前記用量が、患者の体重１kg当たり前記化合物0.2～0.4mgである、請求項１６に記載の医
薬組成物。
【請求項１８】
前記治療上有効量が３～４週間に１回投与される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
前記障害が、赤芽球癆（PRCA）である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
前記リンカーが第３級アミドリンカーである、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項２１】
前記化合物が以下：

【化４】

 
 
である、請求項１、２、５、６、８－２０のうちのいずれか１項に記載の医薬組成物。
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